
法案が「骨抜き」となった理由 

「学校法人制度改革特別委員会」は、私学経営者

団体代表者が委員の過半数を占めている。「執行と

監視・管理の役割の明確化・分離」を前提とした「ガ

バナンス有識者会議」や「ガバナンス改革会議」の提

言の骨格となる以下の事項は取り入れられなかった。 

〇評議員会を議決機関とする（現在は諮問機関） 

〇評議員会が理事・監事の選任・解任を行う 

〇評議員の選任・解任を理事会には認めない 

評議員会による理事の選任の実現 

「有識者会議」等では、理事の選任は評議員会が

行うと提言している。改正法では理事選任機関に担

わせて「寄附行為をもって定める。」とされている。こ

れでは、現行理事会に制度設計を一任したことに等

しい。当該機関は評議員会の下に設置すべきである。 

理事会による評議員の選任の廃止・制限 

私学では理事長（会）の権限の強大化を背景とす

る不祥事が頻発しているが、強大な理事長（会）の権

限が長期的に保持される一因は現理事長（会）が次

期評議員を選出するシステムにある。改正案では、理

事会による評議員選任者の上限を評議員総数の二

分の一としているが、これでは何の改善にもならない。 

理事による評議員の選任廃止を着地点として、当

面はこれを五分の一程度への引き下げが必須だ。併

せて、教職員の評議員の上限を改正案の三分の一に

制限せず、二分の一程度に引き上げることが重要だ。 

評議員会による議決事項の拡大 

 「有識者会議」等では、評議員会を議決機関と提

言しているが、私大協会等の経営者団体は強い抵抗

をみせている。理事会の業務執行への評議員会の監

視・監督機能の促進がガバナンス強化の原点だ。 

予算・事業計画、中間的な計画、役員報酬支給基

準、借入金・重要な資産の処分及び収益事業に関す

る重要事項については、評議員会の議決事項と規定

する等、評議員会の権限強化策の推進が必要だ。 

理事会・評議員会の開催回数の確保 

学校法人のガバナンス強化には、理事会・評議員

会の活性化が重要である。理事会は法人の業務執

行を担う以上、毎月1回程度の開催が必須と言える。 

評議員会を理事会の監視・監督機能とするならば、

最低でも毎年度4回の開催（これでも少ないが）が望

まれる。今般の改正案では定時評議員会は年1回と

しているが、今後、制度改正を講ずるべきである。 

理事長の常勤化及び任期の上限の設定 

理事長のワンマン体制による専横的な私学運営は、

1人の理事長の長期体制のもとで生じやすい。私大

では在任期間が10年を超える理事長が1/３を占め

ている。この傾向は中小規模の私大により顕著だ。 

私立大学等のガバナンス不全を防止するために、

私大等については、理事長職の多選を禁止し、任期

は通算12年以内とすることが至当と思われる。同時

に、非常勤は不可で常勤者とすべきである。 

第８２号 

2023/04/17 

私大ユニオンは、私立学校法改正案の衆議院文部科学委員会での審議開始が直前に迫る3月14日に立
憲民主党文部科学部門会議において「法案反対」の立場から見解を表明した。今回の改正案は、日本大学
における不祥事等に見られるように、私大理事長に極端に権限が集中し、ワンマン経営に陥りやすいこと
が問題視されながらも、自律的には改善が期待できない現状に対して、実効性のあるガバナンス改革を推
進するとして、取りまとめたものであるが、結果的には各私学経営者団体の意見を大幅に取り入れたもの
となり、ほぼ骨抜きとなっている。ここでは、具体的に問題点と解決策を顧みていきたい。 
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会議体名 学校法人ガバナンス有識者会議 学校法人ガバナンス改革会議 学校法人制度改革特別委員会

提言年月日 2021年3月19日 2021年12月3日 2022年3月29日

報告書タイトル
学校法人のガバナンスの発揮に向けた今
後の取組の基本的な方向性について

学校法人ガバナンスの抜本的改革と強
化の具体策

学校法人制度改革の具体的な方策に
ついて

コンセプト
理事の執行と理事会の監督の分離等、公
益法人にふさわしいガバナンスの確立

執行（理事会）と監視・監督の役割（評
議員会等）の明確化・分離

理事会・評議員会等が私学の特性に応じ
た形で建設的な協働と相互牽制を確立

理事の人数 言及なし 最低人数5人 5人以上（現行どおり）

理事長の選任 理事会の責任で行う 理事会の責任で行う 理事会の責任で行う

評議員会が行う 評議員会が行う 評議員会その他の選任機関による

評議員会は選任機関に意見陳述できる

評議員会が行う 評議員会が行う 評議員会その他の選任機関による

評議員会は選任機関に解任請求できる

理事会の開催 言及なし ３カ月に1回、理事は職務執行状況を報告 理事は職務執行状況を報告

監事の選任 評議員会が行う 評議員会が行う 評議員会が行う

監事の解任 評議員会が行う 評議員会が行う 客観的事由がある場合に限定

会計監査人の整備 義務付ける 義務付ける 義務付ける

【評議員会】

評議員の性質 議決機関 最高監督・議決機関 チェック機能・監督機能（諮問・審議機関）

評議員の人数 言及なし 最低人数3人 理事の員数を超える数

評議員の任期 言及なし 理事の任期の2倍以上とする 6年を上限、理事と同等以上

教職員評議員の上限割合の引き下げ 教職員との兼任は認めない 教職員との兼任を上限を設けて認める

構成等の事業報告書への記載 各役員・各評議員の親族・特殊関係者は禁止

理事会には認めない 理事会には認めない 理事会による選任を上限を設けて認める

理事との兼任は認めない 理事との兼任は認めない 理事との兼任は認めない

寄附行為の変更 理事・監事・会計監査人の選任・解任 合併・解散

合併・解散 中期計画 それに準じる寄附行為の変更

中期計画 予算・決算

役員報酬支給基準 多額の借財

重要な資産の処分

役員報酬支給基準

寄附行為の変更

合併・解散、重要な保証

承認事項 決算

中期計画　（議決事項でも可）

役員報酬支給基準　（同上）

評議員の解任 理事会には認めない 理事会には認めない 規定なし

評議員会の開催 規定なし 規定なし 規定なし

意見聴取事項

評議員による法人業務の基本方針の決
定、理事・学長等の業務執行の役割、評議
員による監視・監督の役割を明確にした
ガバナンス体制を確立する

理事の選任

理事の解任

評議員会は法人の公共性を高めるため
に必置。理事会の業務決定の適否を判断
し、的確な意見を述べて、必要なチェック
をする役割を担う

【監事・会計監査人】

【私立学校法改正案検討資料】　各検討機関の提言内容

評議員会の構成

評議員の選任

議決事項

評議員の役割
優れた経営陣を選び、運営に関する重要
方針や実績をしっかりと確認すること

理事・教職員の地位にあった者は、5年経
過後でないと評議員に就任できない

【理事会】


